
　
毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
常
用
労
働
者
が
１

人
か
ら
４
人
の
事
業
所
を
対
象
に
、
毎
月

勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
賃
金
や
労
働
時
間
、
労

働
者
数
の
動
向
を
全
国
及
び
都
道
府
県
別

に
明
ら
か
に
す
る
な
ど
の
目
的
を
持
つ
大

切
な
調
査
で
す
。

　
調
査
対
象
と
な
る
事
業
所
に
は
、
８
月

か
ら
９
月
に
か
け
て
調
査
員
が
訪
問
し
て

調
査
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html
　
　
秋
田
県
調
査
統
計
課
経
済
統
計
班

☎
０
１
８‐

８
６
０‐

１
２
５
６

　
法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査

　
法
人
に
お
け
る
土
地
や
建
物
の
所
有
状

況
や
利
用
状
況
を
把
握
す
る
５
年
に
一
度

の『
法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
』を
実
施

し
ま
す
。

　

調
査
対
象
法
人
の
皆
さ
ん
に
は
、調
査

票
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、調
査
へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、回
答
は
郵
送
の
ほ
か
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
電
子
調
査
票
に
よ
る

回
答
も
可
能
で
す
。

【
調
査
期
間
】　
７
月
〜
９
月

　
　
秋
田
県
建
設
政
策
課
用
地
班

☎
０
１
８‐

８
６
０‐

２
４
２
３

お
知
ら
せ

問　　総合政策課政策係　☎62‐6606

移動行政懇話会移動行政懇話会移動行政懇話会移動行政懇話会
　暮らしやすいまちづくりの実現を目指し、市
民の皆さんからご意見をいただく機会として
「移動行政懇話会」を開催します。
　多くのご参加をお待ちしています。

【期日・会場】

日頃から感じていること、ぜひお聞かせください

○時間　午後６時30分～
○対象　北秋田市民

【各会場共通】

い ど う ぎ ょ う せ い こ ん わ か いい ど う ぎ ょ う せ い こ ん わ か い

※申込みは不要です

８月27日（火）　阿仁ふるさと文化センター

８月28日（水）　森吉コミュニティセンター

８月29日（木）　合川農村環境改善センター

８月30日（金）　中央公民館

手話奉仕員養成講座（入門課程）手話奉仕員養成講座（入門課程）

　　福祉課地域障がい福祉係　☎62‐6637問

　聴覚障がい者と出会ったときに、自然に手話で
会話ができるようになることを目指します。
【日程】９月５日（木）～１月30日（木）
　　　 毎週木曜日　午後７時～午後９時
【場所】中央公民館　【費用】1200円（テキスト代）
【定員】20人（先着順）　【申込締切】８月23日（金）

　
８
０
２
０
い
い
歯
の
お
年
寄
り
表
彰

【
対
象
者
】　
①
昭
和
８
年
３
月
31
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
（
80
歳
以
上
）

②
北
秋
田
市
に
住
所
が
あ
る
方

③
現
在
、
自
分
の
歯
が
20
本
以
上
あ
る
方

【
地
区
審
査
会
】　
９
月
18
日（
水
）正
午
〜

　
　
　
　
　
　
森
川
歯
科
医
院

※
特
に
北
秋
田
市
の「
７
５
２
０
よ
い
歯

の
認
定
」で
表
彰
さ
れ
、対
象
者
に
該
当
す

る
方
は
奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い

○
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
　
北
秋
田
保
健
所　
健
康
・
予
防
課

☎
62‐

１
１
６
６

　
８
月
は
食
品
衛
生
月
間
で
す

　
食
中
毒
が
多
発
す
る
時
期
で
す
の
で
次

の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▽
買
い
物
は
清
潔
な
店
で
新
鮮
な
も
の
を

▽
お
刺
身
は
保
冷
し
、
ま
っ
す
ぐ
帰
宅

▽
冷
蔵
庫
、
冷
凍
庫
の
詰
め
過
ぎ
に
注
意

▽
手
は
十
分
に
洗
い
、
清
潔
な
タ
オ
ル
で

▽
鶏
肉
、牛
・豚
レ
バ
ー
は
中
心
ま
で
加
熱

▽
ま
な
板
・
包
丁
は
し
っ
か
り
洗
浄
殺
菌

▽
調
理
後
の
室
温
放
置
は
や
め
ま
し
ょ
う

▽
時
間
が
経
ち
過
ぎ
た
食
品
は
、
思
い
切
っ

て
捨
て
ま
し
ょ
う

【
食
中
毒
予
防
の
三
原
則
】

食
中
毒
菌
を

「
つ
け
な
い
・
増
や
さ
な
い
・
や
っ
つ
け
る
」

　
　
北
秋
田
保
健
所　
☎
62‐
１
１
６
７

エコリフォームセミナーエコリフォームセミナー

　省エネ、快適、健康が調和した住宅リフォーム
のポイントや補助金制度を紹介します。

■日時　８月31日（土）　午前10時30分～午前11時30分
■会場　中央公民館
■定員　20人（要予約）

　　秋田県生活環境部温暖化対策課
　　☎018‐860‐1573
問

暮ら
しや
すいまちづくりを

皆さ
んのご意見から

（仮称）北秋田市生涯学習交流施設

利活用検討委員会委員を公募します

（仮称）北秋田市生涯学習交流施設

利活用検討委員会委員を公募します

【応募資格】　市内に居住する満18歳以上の者
　　　　　　※但し高校生を除く
【募集人数】　３人　※応募者多数の場合は抽選
【任期】　委嘱日から平成27年３月31日
【会議】　年４回程度で、平日の昼間を予定
【応募方法】　所定の申込書に必要事項を記入の
上、生涯学習課まで提出ください。（郵便、FAX可）
　なお、申込書は生涯学習課または市ホーム
ページから入手できます。
【募集期限】　８月９日（金） 午後５時（必着）

　　生涯学習課　☎62‐1130　　62‐1669問 FAX

　旧北秋中央病院跡地に建設する生涯学習交流
施設（仮称）の建設にあたり、検討委員会の委員
を募集します。検討会では、幅広い多くの世代が
交流し賑わいを創り上げる施設の推進について
協議していただきます。

　
秋
田
県
公
文
書
館
開
館
20
周
年

【
記
念
展
示
】（
前
期
）

「
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
文
化
財
展

　
〜
秋
田
に
は
財
（
た
か
ら
）
が
あ
る
〜
」

期
間　
８
月
23
日（
金
）〜
９
月
23
日（
月
）

時
間　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

場
所　
公
文
書
館　

２
階
特
別
展
示
室

【
県
政
映
画
上
映
会
】

「
懐
か
し
き
昭
和
三
十
年
代
の
我
が
秋
田
」

日
時　
８
月
25
日
（
日
）

　
《
１
回
目
上
映
》
午
前
11
時
〜
正
午

　
《
２
回
目
上
映
》
午
後
２
時
〜
３
時

場
所　
公
文
書
館　
３
階
多
目
的
ホ
ー
ル

　
　
秋
田
県
公
文
書
館

☎
０
１
８‐

８
６
６‐

８
３
０
１

　

県
税
か
ら
の
お
知
ら
せ

▽
個
人
事
業
税（
１
期
）納
期
限
は
９
月
２
日

　
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
期
限
内
に
納
め

ま
し
ょ
う
。
口
座
振
替
の
方
は
、
預
金
残

高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
個
人
事
業
税
の
納
税
も
口
座
振
替
で
！

　
公
共
料
金
の
支
払
い
と
同
様
に
、
口
座

振
替
に
す
る
と
、
金
融
機
関
へ
行
く
手
間

が
省
け
て
安
全
・
確
実
で
す
。

　
県
内
の
銀
行
、
信
用
金
庫
、
労
働
金
庫
、

信
用
組
合
、
農
協
な
ど
に
預
金
口
座
が
あ

れ
ば
、
ど
な
た
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
）

　
　
秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所
北
秋
田
支
所

☎
０
１
８
６‐49‐
２
２
１
１

森林経営計画森林経営計画
　森林経営計画は、面的なまとまりを持った森林を対象に、間伐などの施業等を計画し、資源として充
実してきた森林を効率的に整備を進め、木材を供給することをねらいとしています。 
　なお、計画を立てると、間伐等の造林補助金の支援、所得税に係わる山林所得の特別
控除、相続税の軽減や猶予などの支援措置も受けることができます。

～「健全な山づくり」、「手出しが少ない山の手入れ」の第一歩～～「健全な山づくり」、「手出しが少ない山の手入れ」の第一歩～

１　共同で計画を立てる（属地的計画）

　属人的計画の対象となる、所有森林と受託森林
のすべてを対象に計画を立て認定を受ける方法

　複数の森林所有者が集まって、属地計画の要
件を満たす森林をとりまとめ、共同で計画を立
て、共同で認定を受ける方法
２　森林組合などに委託する（属地的計画）

　森林組合、林業事業体などに、森林経営（施業
及び保護）の実施を委託し、認定を受ける方法
３　自分で計画を立てる（属人的計画）

【森林経営計画に参加する方法】　

　森林経営計画に参加する方法は次の３つです
【森林経営計画を立てられる人】　

○森林所有者
○森林経営の委託を受けた者
　※森林組合や林業事業体など
【森林経営計画の対象となる森林】　

▽属地的計画の対象となる森林

　面的管理を行うために計画され、対象面積が林
班または隣接する複数林班の面積の２分の１以上
を占める森林
▽属人的計画の対象となる森林
　100ha以上の森林を単独で所有している方の、自
ら所有する森林及び森林経営の委託を受けた森林

　　秋田県林業木材産業課 木材利用推進班　☎018‐860‐1915問

参加費 無料
！
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